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○南相馬市の基本的な開発許可手続きの流れ 

 

    

　　　←（審査（法第33条））

　　　　 　（工事着手） 　　　←（変更許可・届（法第35条の2））

　　　←（工事完了公告前の建築制限（法第37条））

　　　←（地位の継承（法第44条、法第45条））

　　　←（公共施設の寄附・帰属申込） 　（建築工事着手）

　　　　　←（公共施設の管理・帰属（法第39条・法第40条））

許可が不要

開発計画

事前相談

完　　成

公共施設管理者の同意申請（法第32条）

完了検査、検査済証交付、完了公告（法第36条）

建築確認申請

建　築　物　の　建　築

許可が必要

全体事前協議

開発許可申請（法第30条）

開発行為許可（法第29条）

工事完了届出（法第36条）　

承認

 

 

 

 

 


